












 

 

 

竜神中学校 PTA 会費及び PTA 協 力金の変更について （案） 
 

１  改 正 理 由  
  令 和 ６ 年 度 よ り 、 Ｐ Ｔ Ａ へ の 加 入 確 認 を 行 っ た 上 で の 活 動 が 始 ま っ た 。 会 員

で な い ご 家 庭 で 、 本 会 の 活 動 に ご 賛 同 い た だ け る と こ ろ か ら は Ｐ Ｔ Ａ 協 力 金 を
い た だ き 協 力 し て い た だ い て い る 。 た だ し 、 全 て の ご 家 庭 が Ｐ Ｔ Ａ 会 員 、 も し
く は Ｐ Ｔ Ａ 協 力 金 を 払 っ て い る わ け で は な い 。  

例 年 、Ｐ Ｔ Ａ か ら は 卒 業 記 念 品 を 準 備 し て い た が 、上 記 の 状 況 を ふ ま え 、令 和
６ 年 度 よ り 卒 業 記 念 品 を 廃 止 と し た 。そ の 分 の 額 を 差 し 引 い て 、以 下 の「 ２  改
正 （ 案 ） 」 の よ う に Ｐ Ｔ Ａ 会 費 、 Ｐ Ｔ Ａ 協 力 金 の 見 直 し を 行 い た い 。  

 
 
２  改 正 （ 案 ）  

現 在  改 正 （ 案 ）  
会 員 一 世 帯 に つ き 月 額 ２ ５ ０ 円 と

し 、集 金 は 学 期 単 位 と し て い る 。Ｐ Ｔ
Ａ 協 力 金 に つ い て も 同 額 を い た だ い
て い る 。  
※ 年 額 ３ ， ０ ０ ０ 円  

月 額 ２ ０ ０ 円  
※ 年 額 ２ ， ４ ０ ０ 円  

 
 
３  そ の 他  

以 下 の よ う に 「 豊 田 市 立 竜 神 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 会 則 」 の 改 正 を 行 う 。  
※ 青 字 箇 所 : 修 正 箇 所  

【本会の会費】 
第 ７ 条 会費は、教員と会員一世帯につき月額２００２５０円とし、集金は学期単位とす

る。 
また、非会員だがＰＴＡ活動に協力していただける世帯から、会員と同額を竜神
中学校ＰＴＡ協力金として集金する。 

 
＜附 則＞ 

この会則は昭和４８年５月１１日より実施する。 
・・・中略・・・ 

 令和 ７年４月１８日一部改正  第 7 条 会費２５０円→２００円 
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